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沖縄では年間を通してよく見かける
代表的な花ですが、最も美しい時期
は10月～11月頃と言われています。



労働おきなわ No.164 ●1

　幾分、残暑も和らぎ、しのぎやすい日が多くなりま
した。
　今号は、私が会長を務めます沖縄県労働委員会とそ
の役割などについて、ご紹介したいと思います。
　沖縄県労働委員会は、労使間の紛争の予防や解決の
ために県から独立して設置された中立・公正な専門
行政機関であり、本土復帰後 850件余の労使紛争を取
扱ってきました。その特色は、公益委員、労働者委員、
使用者委員の三者構成を採り、それぞれの委員が知識
や経験等に基づく専門性を発揮し、労使紛争の解決を
目指していることや、手数料等の負担がないこと、訴
訟に比べて早期に解決が望めること等が挙げられま
す。
　労働委員会の役割としては、次の３つが重要です。
　まず１つ目は、労働組合法が禁止する不当労働行為
を使用者が行ったかを審査し、その事実があれば労働
組合や労働者を救済することです。不当労働行為とは、
使用者が労働組合員であることを理由に労働者を解雇
する等の「不利益取扱い」、正当な理由なく団体交渉
を拒否する「団交拒否」、労働組合の結成や運営を支配、
介入する「支配介入」等をいいます。これらの行為が
認められた場合には、労働委員会はその行為をやめる
よう命令をしたり、労使に和解を促したりします。不
当労働行為救済申立ては、労働組合や労働者が行うこ
とができます。近年（平成 26年～令和５年）の事件
数の推移（表参照）をみると、不当労働行為の事件数
は減少傾向にあるものの、労働委員会が担う最も重要
な役割の一つです。
　２つ目は、労働組合と使用者間で労働争議等の紛争
が起きた場合に、あっせん・調停・仲裁等、労働争議
の調整を行うことです。例えば、賃金をめぐって労働
争議が起きる前に公労使のあっせん員が間に入り、解

決を促します。労働争議の調整は、労働組合と使用者
のいずれからも申請することができます。労働争議の
調整も事件数としては減少傾向にあるものの（表参
照）、これも労働委員会の重要な役割の一つです。
　３つ目として、個々の労働者と使用者との間の個別
労働関係紛争が起きた場合に、あっせんを行うことで
す。例えば、「突然、解雇を言い渡された」、「パワハラ・
嫌がらせを受けた」等の労働者側からの申請のほか、
「雇用契約の解消を求める」等の使用者側からの申請
もできます。公労使の三者の委員が双方の言い分をよ
く聞き、あっせん案を示すなどして解決を図っていま
す。この個別労働紛争あっせんの事件数は、近年増加
傾向にあり（表参照）、主に労働者から多く活用され
ています。
　当委員会は、以上のような労働委員会の役割を広く
県民の方に知ってもらい、当委員会を利用いただきた
いと考えています。そのために、労働者委員が定時制
高校等を訪問し、基本的な労働法の知識や労働トラブ
ルが起きたときの対処法等について説明を行う出前講
座や、使用者側の制度の活用を促進するため、使用者
委員による使用者向けセミナーを開催するなど、積極
的な広報活動を行っております。
　当委員会は、労働委員会の特色を活かしつつ、昨今
の労働環境の変化を踏まえ、当事者間に横たわる紛争
の原因を的確に捉えながら、労働委員会の役割である
不当労働行為の救済、争議の調整、個別労働関係紛争
あっせんに取り組んでいきます。それにより、労働者
と使用者が将来にわたってより良い関係を構築するた
めのお役に立ちたいと考えておりますので、労働委員
会を利用してみたいとお考えの労働者、使用者の方は
沖縄県労働委員会にご連絡下さい。

　　

労働委員会とその役割

沖縄県労働委員会　会長　田　島　啓　己
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試験試験
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厨房設備施工作業
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を応援します！

企業の皆様へ貴社
の

お問い合わせ：  沖縄県商工労働部 課 TEL：098-866-23

■対象企業
• 沖縄県内に本社のある
• 就業規則等で従業員への奨学金返還支援
制度を有する企業
※新たに支援制度を創設する企業も対象

■対象従業員
• 正社員である者
• 当該企業へ就職後5年以内の者
• 申請年度末時点で35歳未満の者 ほか

■補助金額
• 企業負担の最大50％
• 従業員一人につき年間最大9万円
※沖縄県所得向上応援企業認証の取得企業は補助割合と金額を引き上げます。
　その他の認証制度（裏面参照）についても令和６年度から同様の措置を実施する
予定です。

【活用イメージ】
例）従業員の年間返済額を 24万円（月２万）と仮定、企業が２分の１

支援を行う場合
従業員…年間 12万円返済
企　業…年間 6万円負担
県補助…年間 6万円補助

※企業は❶または❷による返還支援が可能

企業負担 ⬅ 従業員負担 ➡

企業の従業員支援

県補助

●
●
会
社

従業員

県内企業

沖縄県

奨学金事業実施団体

補助

返済

代理返還

手当等 ❶

❷

奨学金返還支援制度
のHPはこちら‼

企業負担の最大50％を補助いたします!

その他の認証制度についても令和６年度から同様の措置を実施する予定です。

沖縄県商工労働部雇用政策課
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